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本市では、高齢者福祉に関する施策を総合的に推進するため、３年を１期とする

「高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画」を策定しています。令和２年度には、

第８次高齢者保健福祉計画 第７期介護保険事業計画の計画期間（平成30年度～令

和２年度）が終了することから、国や山梨県の動向を踏まえつつ施策の実施状況や

効果を検証した上で、本格的な超高齢社会に対応できる「地域包括ケアシステム」

を深化、推進します。 

本計画は、甲斐市の高齢者福祉及び介護保険事業の運営にかかる基本理念・基本

目標を定め、併せてその実現のための施策を定めるために策定するものです。 
 
 
 

 

本計画の対象期間は、令和３年度（2021年度）から令和５年度（2023年度）ま

での３年間とし、前計画から引継ぎ、団塊の世代が75歳になる令和７年（2025年）

及び1.5人の現役世代が1人の高齢世代を支える令和22年（2040年）までの中長期

的な視野に立った見通しを示しています。 
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高齢者を取り巻く課題やニーズに対してきめ細かく対応するためには、公的な制

度や福祉サービスをはじめ、地域の様々な立場の人による支え合い等、地域全体で

の対応が必要となります。 

本計画は、前計画の基本的な考え方や趣旨を継承し、地域包括ケアシステムの実

現に向けた施策及び事業を積極的に展開していきます。 

 

  

第９次高齢者保健福祉計画

第８期介護保険事業計画 

第 10 次高齢者保健福祉計画

第９期介護保険事業計画 

第８次高齢者保健福祉計画 

第７期介護保険事業計画 

住み慣れた地域でいつまでも笑顔で 

元気に安心して暮らせるまちづくり 

令和７年度及び令和 22 年度を 

見据えた計画の策定 
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高齢者人口（第１号被保険者数）は、第８期計画期間中（令和３年度～令和５年

度）も増加し、令和4年度には20,000人を上回る見込みとなっています。 

 
高齢者人口（第１号被保険者数）等の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム 

 

認定者数は、第８期計画期間中（令和３年度～令和５年度）で2,840人、令和７年度には

2,900人を上回る見込みとなっています。認定率は令和７年度に14.3％と見込まれます。 

 
要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム
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基本目標１ 生きがいづくりと積極的な社会参加の促進 

高齢者が、豊富な知識や経験を活かしながら、社会参加を通じて地域の一員とし

て、その人らしく生き生きと活躍するまちを目指します。 

施策１ 生きがいづくりの支援のための環境整備の推進 
高齢者がスポーツやレクリエーションなどを通じて、地域で活動をしたり、生涯にわたって学

習活動を行うことができるよう、学校や社会における多様な活動機会の提供を図っていきます。 

施策２ 世代間交流や地域活動の機会の充実 
高齢者が、地域において気軽に幅広い世代の人と交流することができる機会や場の提供に努め、

高齢者の生きがいにつなげます。 

施策３ 地域の担い手としての社会参加の促進 
高齢者が地域社会を支える担い手として生きがいを持って活動するために、地域活動へ参加し

やすい環境の整備だけではなく、高齢者一人ひとりが、自分自身の役割を感じることができる支

援を展開し、社会参加を促進します。 

施策４ 高齢者の雇用の機会拡大 
雇用と就労は、経済的な基盤の確保となり、社会参加や社会貢献といった面でも非常に大きな

役割を果たしているため、峡中広域シルバー人材センターへの補助金交付等による支援や、県が

行う高齢者の雇用拡大に関する事業との連携を行っていきます。 

 

 

基本目標２ 健康づくりと介護予防の推進 

高齢者一人ひとりが、楽しみながら健康づくりと介護予防に積極的に取り組むま

ちを目指します。 

施策１ 健康診査・検診の充実 
健康診査・検診の重要性に対する啓発活動等を通じて、高齢者の疾病の早期発見と生活習慣の

改善を推進します。 

施策２ 健康づくり事業の充実 
リーフレット等を活用した啓発活動や健康づくり事業の充実によって、誰もが健康づくりに対

して意識し、行動できるような環境の整備を行います。 

施策３ 元気な高齢者を増やす施策の充実 
多くの高齢者が参加しやすい各種講座や教室等の企画、また地域の活動に参画しやすい環境づ

くりを推進し、併せて効果的な情報提供による周知徹底を図っていきます。また、他事業との連

携により、住民等多様な主体で行う事業やサービスを担う人材の育成等を検討し、介護予防・日

常生活支援総合事業を充実することで、地域とのつながりを保ちながら要支援・要介護状態とな

らないようにする重度化防止に関する事業を展開していきます。 
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基本目標３ 尊厳ある暮らしを皆で支え合う地域づくりの推進 

高齢者が住み慣れた地域の中で、いつまでも、家族や親しい人たちとともに支え

合い、尊厳を持って暮らせるまちを目指します。 

施策１ 地域のささえ合い体制づくりの推進 
住まい・医療・介護・介護予防・生活支援の５つのサービスを一体的に提供し、住み慣れた地

域での生活の支援を行う地域包括ケアシステムの実現とともに、地域共生社会の実現に向けた地

域づくりや、複合・多様化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を目指します。 

施策２ 地域包括支援センターの機能と体制の充実 
地域包括支援センターを中心として、様々な関係機関が連携・情報共有することで、住民のニ

ーズに合った効果的・効率的なサービスを提供できる体制を整え、地域包括ケアシステムを推進

していきます。 

また、高齢者虐待防止、成年後見制度の利用を促進し、高齢者の権利擁護に努めていきます。 

 

 

基本目標４ 認知症になっても住みやすい地域づくりの推進 

認知症になっても、本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けることができるまちを目指します。 

施策１ 認知症の正しい理解の促進 
地域における認知症に対する理解を促進し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣

れた地域で暮らし続けることができる地域づくりに取り組みます。 

施策２ 認知症の早期診断・早期対応に向けた体制整備 
認知症の正しい理解を促進するとともに、地域での見守り体制の強化、専門職チームによる訪

問等、支援の充実を図ります。 

 

 

基本目標５ 介護を受けながら安心して暮らすための支援 

介護が必要になっても、それぞれの状態に応じて自立した生活を続けることがで

きるまちを目指します。 

施策１ 要介護者の在宅生活を支えるサービス 
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地

域で生活していくために、日常生活を支えるサービスを展開します。 

また、支援が必要な高齢者等のニーズに沿ったサービス提供に努めます。 
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施策２ 家族介護支援 
介護が必要な高齢者が増加していることに伴い、家族介護者も増加していることから、家族介

護者に対する身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ります。 

家族介護者のそれぞれの立場に応じた支援施策を展開することで、様々な不便や負担軽減を図

ります。 

施策３ 医療と介護の連携 
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生

の最期までつづけることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療と介護

の関係者との連携・協働を推進します。 

施策４ 専門職の人材育成 
介護人材確保のためにボランティアポイントの活用、地域の支え合い活動等の事務手続き支援事業

等の活用により、ボランティア活動・就労的活動による社会参加の促進などの取組を行います。 

 

 

基本目標６ 安全・安心に暮らせる生活環境づくりの推進 

ノーマライゼーションの理念とともに、高齢者一人ひとりが自立し、安心して快

適に暮らせるまちを目指します。 

施策１ 地域福祉意識の醸成 
「自助」「互助」「共助」「公助」の考え方についての啓発を行う中で、合理的配慮等に関する

理解促進をはじめ、地域福祉意識の醸成を図ります。 

施策２ 住みやすい環境整備の推進 
地域包括ケアシステムの構築において、「住まい」は医療、介護、介護予防、生活支援の基本

となる重要な要素です。高齢者が住みやすい環境の整備を行い、それぞれのニーズや心身の状態

等に応じた住まいの確保に取り組みます。 

施策３ 安心して暮らせる地域づくりの推進 
悪質商法や詐欺等の犯罪被害に遭わないよう、市消費生活センターにおいて相談や助言を行い、

また交通安全教育を実施するとともに、交通安全設備の充実に努めます。 

施策４ 災害及び感染症に対する備え 
災害の発生に備えては、日頃からの防災に対する心構えや取り組み体制が重要なため、関係機

関との連携により、防災の意識啓発に取り組みます。 

また、新型コロナウイルスをはじめとする感染症は、介護サービスの円滑な実施に深刻な影響

を与えています。事業所・施設内感染を未然に防ぐために普段からの健康管理や手指の消毒等の

基本的な対策や、定期的な点検、感染発生を想定した訓練の重要性を周知します。 
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日常生活圏域 

介護予防・生活支援サービス事業の実施
○介護事業者、ＮＰＯや民間企

業、住民ボランティア等によ

る地域のニーズに合った多様

な生活支援サービスの提供 

○生活支援コーディネーター

の配置 など 

 
生活支援サービスの充実 

○制度の普及啓発 

○在宅でのサービスや施設・居住系サービ

スとのバランスの取れた基盤整備 

○介護給付費の適正化 など 

 
介護保険制度の円滑な運営 

○介護サービス事業者に対する指導監督 

○介護従事者の人材育成 など 

 
介護保険サービスの質の向上

予防

在宅医療・介護連携の推進 

生活支援

○連携のための課題の抽出や解決策を検討するための会議の開催 

○関係職種が相互に理解するための研修会の実施 

○地域における医療・介護等の事業所の把握や、マップの作成 

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発 など 

介護 
連携 

通院・入院 通所・入所 

 
認知症施策の推進 

○認知症ケアパスの周知と活用に向け

た取組み 

○認知症地域支援推進員の配置 など 高齢者 

参加・利用 

 
一般介護予防事業の実施

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

○支援を必要としている者を把握し、

介護予防活動につなげる 

○介護予防活動の普及啓発 

○住民主体の介護予防活動の育成・支

援 など ○訪問型や通所型のサービス、配食などの生活支

援サービスのケアマネジメント 

○身近な場所における健康づくりのための体操や

介護予防の啓発のための講話の実施 など 

地域包括支援センター

地域包括支援センターの 
機能強化 

 
地域ケア会議の推進 

○新たな施策への対応 

○総合相談窓口としての職員の資質向上

を始めとした体制の強化 など 

○医療と介護、地域とのネットワー

クの構築 

○地域における課題の発見や、課題

解決への取組みの実践 など 

医療 

住まい
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所得段階 対 象 者 
基準額に 
対する割合

年額保険料 
参考月額 
保険料 

第１段階 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であっ

て世帯全員が住民税非課税の人及び世帯全

員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所

得金額の合計が 80 万円以下の人 

0.50 

（0.30） 

30,000 

（18,000） 

2,500 

（1,500） 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と

合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以

下の人 

0.70 

（0.50） 

42,000 

（30,000） 

3,500 

（2,500） 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と

合計所得金額の合計が 120 万円を超える人 

0.75 

（0.70） 

45,000 

（42,000） 

3,750 

（3,500） 

第４段階 
世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は

住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金

額の合計が 80 万円以下の人 

0.90 54,000 4,500 

第５段階 
世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は

住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金

額の合計が 80 万円を超える人 

1.00 60,000 5,000 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120 万円未満の人 
1.20 72,000 6,000 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120 万円以上 210 万円未満の人 
1.30 78,000 6,500 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

210 万円以上 320 万円未満の人 
1.50 90,000 7,500 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

320 万円以上 430 万円未満の人 
1.70 102,000 8,500 

第 10 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

430 万円以上 540 万円未満の人 
1.75 105,000 8,750 

第 11 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

540 万円以上 
1.85 111,000 9,250 

     ※第 1～3段階の保険料については、公費による軽減措置を実施し、（  ）内の保険料額となります。 
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